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POINT 1

加速するサステナビリティ情報開
示に関する議論

2022年4月にEFRAGからESRSの公開
草案が、2022年 6月に欧州議会とEU

理事会がCSRDの暫定合意に達したと
公表されるなど、EUではサステナビリ
ティ情報の開示に関する議論が加速
している。

POINT 2

CSRDでは、日本企業のEU現地
法人も適用対象となる

サステナビリティ情報の開示を促すた
めに、EUは現行のNFRDの代わりに法
的拘束力のあるCSRDを策定。CSRD

は適用対象がNFRDの約 5倍に増加
すると予測されることから、日本企業の
EU現地法人も適用対象となる可能性
がある。

POINT 3

CSRDに対応する日本企業の3つ
のオプション

日本企業のEU現地法人がCSRDの適
用対象となった場合、対応オプション
が3つあると考えられる。どのオプショ
ンを選択するのかは、各企業の固有の
事情によるが、その際の検討ポイント
が5つある。

POINT 4

求められる開示項目は、環境、社
会、ガバナンス

CSRDでは開示項目のキーワード等が、
ESRSでは各開示項目の詳細な内容が
報告基準という形で示される。ESRS

は、コンセプトや原則、共通の開示項
目、環境、社会、ガバナンスの各項目
に関する開示項目を定める全部で13

本の基準書、136の開示項目で構成さ
れている。
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ステナビリティ情報の開示に関する議論が加速しています。欧州議会
とEU理事会は、2022年 6月にCSRD（Corporate Sustainability 

Reporting Directive：企業サステナビリティ報告指令）が暫定合意 1

に達したと発表しました。それより前の2022年 4月には、EFRAG（European 

Financial Reporting Advisory Group：欧州財務報告諮問グループ）がESRS
（European Sustainability Reporting Standards：欧州サステナビリティ報告
基準）の公開草案を発表しています。
サステナビリティ情報を含む非財務情報の開示に関して、EUはこれまでNFRD
（Non-Financial Reporting Directive：非財務情報開示指令）によって規制して
いました。しかし、暫定合意を受けてNFRD適用企業は2024年1月から、大規模
企業は2025年1月から法的拘束力のあるCSRD（含：ESRS）が適用されることに
なります。NFRDでは、日本企業のEU現地法人の多くが対象外でしたが、CSRD
は適用対象が拡大されています。そのため、日本企業のEU現地法人も適用対象と
なる可能性があります。
そこで本稿では、EUで整備が進められているCSRDとその下位に位置づけられ
るESRSの概要、およびCSRDに対応する際の3つのオプションとその選定に係
る5つの検討項目について説明します。なお、本稿では暫定合意後に公表された
CSRDと公開草案であるESRSに基づいて記載します。また、原則として、EU域内
に現地法人を有する企業を前提とします。
なお、本稿の意見等を含む内容は執筆者の個人的見解であり、筆者の所属する
法人の公式見解ではありません。文中の誤り・表現についてはすべて執筆者の責任
に帰します。
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Ⅰ

EU法令の概要

1. EU法令の階層

CSRDとESRSの役割分担を理解するに
は、その前提としてEU法令の階層を知る
必要があります。そこで、最初にEU法令の
階層について説明します。なお、両者は名
称は異なりますが、上下関係にあります。

EU法令には、3段階のレベル分けがあ
ります （図表1参照）。最上位のレベル1は、
その法令の目的、用語の定義、ルールの
大枠を定めたもので、詳細な内容はレベ
ル2に委任されています。このレベル1と2は、
法令として強制力 （binding）があります。
そして、最下位のレベル3はガイドライン

やQ&Aのような法的拘束力のない （non-

binding）もので構成されます。なお、レベ
ル3はレベル1、2の適用前に実務上の利
便性を考慮してあらかじめ用意されるもの
と、適用開始後にステークホルダーからの
照会事項や要望事項に応じて用意される
ものがあります。
本稿で説明する C S R Dはレベル 1、

ESRSはその下のレベル2に位置づけられ
ます。つまり、サステナビリティ開示項目
の内容としては、CSRDで開示項目のキー
ワード等の要点が示され、ESRSで各開
示項目の詳細な内容が報告基準という形
で示されることになります。

2. EUタクソノミー・トライアングル

C S R Dはサステナビリティ開示の法
令ですが、EUサステナブルファイナンス
の中央に鎮座するEUタクソノミー （TR：
Taxonomy Regulation2）を中心としたトラ
イアングルのなかで、企業開示に関する法
令として位置づけられています。それを図示
したのが図表2です。
どのような 経済活動  （例：各種製

造業、再エネ発電など）が グリーン 

（environmentally sustainable）であるか
を決めるのがEUタクソノミーの役割です。
グリーンを法令で決めることによって、グ
リーンウォッシュ （グリーンでないものを
グリーンと偽ること）を防止する一方で、 
グリーンであると判定された経済活動に
グリーンマネーによる投資を呼び込み、
サステナビリティを活用したEUの経済成
長を目指す。それがEUサステナブルファ
イナンスの目標です。したがって、CSRD、
SFDR （Sustainable Finance Disclosure 

Regulation：サステナブルファイナンス開示
規則）とのトライアングルは、この目的を
達成するための仕掛けになっています。

CSRDは主に事業会社を適用対象とす
る企業開示の法令であり、SFDRは主に
金融市場に参加する金融機関を適用対
象とした金融機関自身と金融商品に関す

る開示の法令です。たとえば、SFDRの適
用対象となる金融機関は、グリーンな銘
柄から構成される投資信託を組成する際
に、CSRDによって開示された企業情報を
参考にして組入銘柄を選定することが想
定されています。一方で、グリーンマネーに
よる投資を必要とする事業会社は、自ら
の事業活動 （EUタクソノミーの経済活動）
に関するグリーンの状況をCSRDに基づ
いて開示することで、金融機関およびそれ
が組成・販売する金融商品を通じてマネー
を調達することができます。

Ⅱ

CSRDの概要と3つの対応 
オプション

1. NFRDからCSRDへ

サステナビリティ情報を含む非財務情
報の開示に関しては、現時点ではNFRD 

（Non-Financial Reporting Directive：非財
務情報開示指令）が規制しています。その
適用対象は、後述の大規模企業に該当
したうえで、従業員500名以上のEU規制
市場上場企業および銀行等です。

NFRDは、非財務情報に関するガイド
ライン （レベル 3）として �Guidelines on 

non-financial reporting （methodology 

図表1 EU法令の階層

3段階のレベル分け

レベル
1

ルールの目的、定義、ルールの
大枠を規定

レベル
2

レベル1から委任された詳細な
内容を規定

レベル
3

ガイドライン、Q&A等、適用上
の課題に応じて設定され、適
用開始後に追加・改定あり

出所：KPMG作成 出所：KPMG作成

図表2 EU タクソノミーを中心としたトライアングル 

EU Taxonomy（E）

「グリーン」企業に投資

サステナビリティ開示で
資金調達

€

€

CSRD（E,S,G）SFDR（E,S,G）

「グリーン」売上割合を開示「グリーン」投資割合を開示

「グリーン」＝“environ-
mentally sustainable 
economic activities”  を
定義

「グリーン」売上割合の開示
を要請

投資先企業による「グリーン」
を含む サステナビリティ

（E,S,G）の開示

投資会社等が自らが「グリー
ン」で あることを開示
その販売する金融商品が 

「グリーン」であることを開示
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for reporting non-financial information）�
を 2 0 17年に公表し、気候関連開示に
関するガイドラインとして�Guidelines on 

non-financial reporting : Supplement on 

reporting climate-related information�を
2019年に公表しています。
これらのガイドラインにしたがって充実

した開示が期待されていたものの、期待レ
ベルに達する開示を行う企業が多くない
と、EUは認識しています。その主たる原因
の1つとして、ガイドラインがレベル3であっ
て拘束力を有しない （non-binding）ことを
挙げています。
そこで、C S R Dでは開示基準である

ESRSをレベル2とすることで拘束力を持
たせ、期待レベルの開示を促す意図があ
ると考えられます。現行のNFRDとCSRD

を比較すると図表3のようになります。
後述するように、CSRDではNFRDより

も適用対象が拡大されるために、CSRDの
適用会社数はNFRDの5倍近くになると見
込まれています。また、NFRDとは異なり、
CSRDのサステナビリティ開示情報には外
部からの限定的保証3が必要とされていま
す。限定的保証の基準は、2026年10月1

日よりも前にECが採択するとされています。

2. CSRDの主な開示項目

CSRDで要求される主な開示項目およ
びトピックは、図表4のとおりです。これら
の開示項目の詳細は、レベル2のESRSが
基準書という形で定めることになります。

3. CSRDの適用対象と適用開始時期

CSRDは、EU域内の企業規模別に適
用開始時期が異なります。その概要は、
図表5のとおりです。

現行のNFRDは図表5の一番下の企業
に適用されており、上場している大規模
企業を主な適用対象にしています。一方、
CSRDの適用は、まずNFRD適用企業か
らはじまり、その後、大規模企業 （上場・非
上場を問わない）から上場している中小規
模企業へと拡大していきます。企業規模の
要件は、3つのうち2つ以上該当することを
要します。

出所：KPMG作成

図表4 CSRD の主な開示項目

Social：社会

開示項目

戦略、ビジネスモデル、ガバナンス、影響、リスク、
機会、1.5℃シナリオ、デューデリジェンス、

無形の資産等

Governance：ガバナンスEnvironment：環境

ジェンダー平等、同一労働同一賃金

職場環境、ワークライフバランス

人権、国連国際人権章典、労働における基本的原則
および権利に関するILO宣言

EUタクソノミーの6つの環境目標関
連事項（気候変動の緩和、気候変動
への適応、水・海洋資源、 サーキュ
ラーエコノミー、汚染、生物多様性）

企業文化

ロビイングなど政治活動

ガバナンスの役割分担、 内部統制、
リスク管理

図表3 NFRDと CSRD

NFRD（現行） CSRD

約11,000社  約50,000社
強制力のないガイドライン

（レベル3）を利用したESG開示  サステナビリティ報告基準
（レベル2）を利用したESG開示

サステナビリティ情報に 
外部保証なし  サステナビリティ情報に 

外部の限定的保証あり

出所：KPMG作成
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4. EU現地法人 （子会社）の開示義務に
関する免除規定

CSRDはEUのローカルルールであること
から、その適用対象はEU域内企業です。
したがって、日本企業がEU域内に有する
現地法人 （子会社）が図表 5に該当する
場合には、CSRDの適用対象になると思わ
れます。

しかし、EU域外の第三国に親会社を
有する場合には、その親会社 （例：日本の
親会社）がCSRDもしくはEUのサステナビ
リティに関する開示基準と同等であると、
ECによって評価されたサステナビリティ開
示基準に準拠して連結サステナビリティ
情報を開示すると、EU現地法人 （子会社）
はCSRDの開示義務を免除される旨の定
めがあります。

5. 経過措置

EU加盟国の法令に服さない親会社
を有する企業グループに所属するCSRD

の適用対象となるEU子会社に関しては、
CSRD発効日 （未定）から7年間の経過措
置が認められています。経過措置では、前
期までの5年間のうち、最低1年度以上で
最も （連結）売上が多いEU域内の子会社
すべてを含む連結サステナビリティ情報を
開示すれば、その他の子会社についてはサ
ステナビリティ開示を免除する定めとなっ
ています。

6. CSRDの域外適用

域外適用の概要は、図表6のとおりです。
CSRDが域外適用されるためには、第三国
に所在するEU域外の親会社が、EU域内
において2会計期間継続して150百万ユー
ロ超の （連結）売上があることが最初の要
件となります。この要件を満たした場合で
は、EU子会社が大規模企業に該当する
場合、もしくは上場企業 （除：零細企業）
である場合には、域外適用の対象となりま
す。また、仮に該当するEU子会社がない
場合であっても、EU支店のEU域内での売
上が40百万ユーロ超である場合には、同
様に域外適用の対象となります。
域外適用の対象となった場合には、EU

域外の親会社に関する連結サステナビリ
ティ情報をEU域内の子会社もしくは支店
が開示します。
連結サステナビリティ情報はおおむね

CSRDに従って作成することになると推測
されますが、一部の開示項目が免除され
ることを窺わせる規定ぶりとなっています。
2024年6月30日までにECが採択すること
になっている域外適用のための開示基準
の内容がどうなるのかは、現時点では不明
です。なお、域外適用は2028年1月1日か
ら開始され、翌年から開示がはじまる見込
みです。

図表5 CSRDの適用対象と適用開始時期

適用対象 分類要件：3要件のうち2つ以上該当
（除：NFRD適用会社）

CSRD
適用開始時期

Micro
零細

総資産35万€以下、売上70万€以下、従業員10名以下
⇒CSRDの適用なし N/A

Small
小規模

総資産4百万€以下、売上8百万€以下、従業員50名以下
⇒EU規制市場に上場しているとCSRDの適用対象 2026年1月1日

Medium
中規模

総資産2千万€以下、売上4千万€以下、従業員250名以下
⇒EU規制市場に上場しているとCSRDの適用対象 2026年1月1日

Large
大規模

総資産2千万€超、売上4千万€超、従業員250名超
⇒CSRDの適用対象 2025年1月1日

NFRD
適用会社

大規模企業に該当したうえで、従業員500名以上の 
EU規制市場上場企業および銀行等
⇒CSRDの適用対象

2024年1月1日

出所：KPMG作成

図表6 域外適用

（要件1） 域外親会社が、EU域内において2会計期間継続して150百万ユーロ
超の（連結）売上があること

（要件2-1）

（要件2-2）

EU子会社が大規模企業／EU域内上場企業（除：零細企業）に該当
OR

EU支店がEU域内において40百万ユーロ超の売上があること

開示主体と内容 EU子会社 or EU支店が、域外親会社の連結サステナビリティ情報
（原則として保証付）を開示

開示の基準 2024年6月30日までに採択

適用開始時期 2028年1月1日

留意事項 開示していない項目がある場合には、その旨を開示。但し、ECがそ
うした域外親会社のリストを公表

出所：KPMG作成
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7. CSRD対応の3つのオプションと 

5つの検討項目

仮に、日本企業グループのEU現地法人
が大規模企業の定義に該当するために、
2025年1月からCSRDの適用対象になると
仮定すると、3つの対応オプションが考え
られます （図表7参照）。
第1はEU現地法人がCSRDに基づいた

サステナビリティ情報を作成・開示するオ
プションA、第2は経過措置を利用して （連
結）売上の大きい （複数の）EU現地法人
がCSRDに基づいたサステナビリティ情報
を作成・開示するオプションB、第 3は日
本の親会社が免除規定を利用してCSRD

もしくはそれと同等の基準に基づいてグ
ローバルな連結サステナビリティ情報を
開示するオプションCです。AとBはEU域
内で対応する方法、Cは連結グループとし
てグローバルに対応する方法です。どれを
選択するのかは、各企業の判断になると思
います。
次に、オプション選択の判断に際して

の検討項目ですが、これには一般的に5つ
の項目があると想定されます。

1つ目は、企業グループの内部要因で
す。EU域内対応 （A・B）を選択するならば、
EU現地法人にサステナビリティ情報の開
示を担える人材や組織があるのか、現時
点においてその実務経験があるのかなどの
調査が必要です。多くの企業グループで
は、人材・組織は日本の親会社にしかなく、
サステナビリティに関する情報開示の実
務経験もそこに集約されているのではない
でしょうか。

2つ目は、グローバル対応 （C）を選択し
た場合の同等性評価です。EUからCSRD

と同等であると評価された日本のサステナ
ビリティ報告基準を利用する場合、①現
時点では、同等性評価の基になるCSRD

のサステナビリティ報告基準であるESRS

が確定していないこと、②EUによる同等性
評価の対象となる日本のサステナビリティ
報告基準の具体的な検討がはじまってい
ないこと、③EUのサステナビリティ開示基
準に関する同等性評価の詳細な枠組が
動き出すまでには相当程度の時間がかか
ると見込まれていることをどのように評価す
るのかが論点になると思われます。

3つ目は、SFDRの適用対象となるEUの

資産運用会社など金融機関への対応です。
SFDRは、金融商品を組成・販売する資産
運用会社等の金融機関に対して、投資意
思決定に際して考慮したサステナビリティ
に与える主要な負の影響 （PAI：Principal 

Adverse Impact、例：温室効果ガス排出
量、生物多様性、人権等）を投資家に開
示する義務を負わせています。これらの情
報は、CSRDに基づく開示情報から入手
することが想定されており、投資先企業が
EU域内企業であれば、CSRDに基づくグ
ローバルなサステナビリティ開示情報か
らPAIに関する必要な情報を入手すること
ができます。しかし、投資先企業がEU域
外企業であって、オプションAもしくはBに
よってCSRD対応している場合には、PAIに
関するグローバルな情報を入手できない
可能性があります。このようなPAIに関する
入手可能な情報の不均衡は、資産運用
会社等の投資判断に影響を及ぼす可能
性を生じさせ得ると推測されます。

4つ目は外部要因です。外部のいわゆる
グローバルコンペティターとの関係が検討
対象となります。投資先企業がEU域内企
業＝グローバルコンペティターであれば、

出所：KPMG 作成

図表7 3つの対応オプションと5つの検討項目

A

EU現地法人による
EU域内での対応

内部要因

人、組織、
開示経験

同等性評価

日本基準、
EUの評価ポイント

SFDR※1

PAI※2関連情報の
提供要請

外部要因

グローバル
コンペティター、

マーケットからの期待

域外適用

2028年からの
域外適用

B

経過措置を利用して、 
EU域内で対応

C

日本の親会社が
CSRD（含：同等基準）で

グローバルに対応

対応オプション

検討項目

21 3 4 5

※1 SFDR（Sustainable Finance Disclosure Regulation）、サステナビリティに関連した投資信託等の組成・販売を行う資産運用会社等の金融機関に適用される法令。適用対象となる金
融機関は、投資先企業の CSRD 開示情報に基づいて、PAI 情報を金融商品に対する投資家に開示する義務を負う

※2 PAI（Principal Adverse Impacts）、サステナビリティに与える主要な負の影響を指す
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資産運用会社等はその連結グループに関
するグローバルなサステナビリティ情報を、
CSRDに基づく開示情報から入手すること
が可能になります。一方で、投資先企業
がCSRD適用対象となるEU現地法人を有
する日本企業であって、そのCSRD対応が
オプションAもしくはBであった場合には、
サステナビリティ情報がカバーする範囲は
EU域内に限定されることになります。この
ような場合、EUの資産運用会社としては、
EU域内企業と日本企業とのサステナビリ
ティ情報に関する比較をグローバルベー
スで行いたいと考える可能性がありそうで
す。仮にCSRDに基づいたグローバルベー
スのサステナビリティ情報を入手できない
ということになれば、投資判断に影響を及
ぼす可能性が生じ得ると推測されます。
最後は、2028年からの域外適用です。

CSRD適用当初にEU域内対応 （A・B）を
選択するとしても、いずれは域外適用とな
る可能性があります。それによる将来的な
負担を考慮した場合のEU域内対応の合
理性、あるいはEU域内対応を実施してい
る間に域外適用に向けたプランを立案・
実施することの合理性など、さまざまな状
況を想定する必要があると思われます。

Ⅲ

ESRSの概要

1. ESRSが求める開示の4要素

ESRSは、具体的な開示項目に関する
基準書です。大別してセクター共通の基
準書とセクター別の基準書がありますが、
前者は2023年6月まで、後者は2024年6

月までにECが採択するとされています。な
お、2022年4月に公表された公開草案は、
セクター共通の基準です。
サステナビリティ情報の開示は、4つの

要素から構成されます （図表8参照）。1つ
目はすべての企業が開示すべきセクター共
通の項目、2つ目は各産業セクターに属
する企業が開示すべきセクター個別の項
目、そして3つ目が各企業の固有の項目で
す。最後のEUタクソノミーに関する開示
項目には、EUタクソノミーに基づいてグリー
ンであると認められた経済活動の売上割
合、資本的支出割合、費用割合を開示す
ることになります。

2. ESRSの開示項目数

ESRSは、図表 9にあるように13本の基
準書から構成されています。ESRS1はコン
セプトや原則を記載していることから、開
示項目を含むのは、共通の開示項目を
定めるESRS2、E （環境）に関する開示項
目を定めるESRS E1～E5、S （社会）に関
する開示項目を定めるESRS S1～S 4、G 

（ガバナンス）に関する開示項目を定める
ESRS G1～G2の12本です。そこに含まれ
る開示項目数は、136項目となります。
この136項目をCSRDの適用対象となる

日本企業のEU現地法人が単独で開示で

4

3

2

1

出所：KPMG作成

図表8 ESRS開示の4要素

Sector – agnostic

Sector – specific

（セクター共通）

（セクター個別）

Entity – specific

Article 8 of Regulation 2020/852

（エンティティ個別）

（TR：EU タクソノミー）

図表9 ESRSの開示項目数

No 名称 数

ESRS1 General principles  0

ESRS2
General, strategy, governance and 
materiality assessment

22

小 計 22

ESRS E1 Climate change 17

ESRS E2 Pollution 7

ESRS E3 Water and marine resources 7

ESRS E4 Biodiversity and ecosystems 10

ESRS E5 Resource use and circular economy 9

小 計 50

出所：KPMG作成

No 名称 数

ESRS S1 Own workforce  26

ESRS S2 Workers in the value chain 6

ESRS S3 Affected communities 6

ESRS S4 Consumers and end-users 6

小 計 44

ESRS G1
Governance, risk management and internal 
control

10

ESRS G2 Business conduct 10

小 計 20

合 計 136
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きるか否かは、重要な課題ではないかと思
われます。

3. ESRSによる開示のイメージ

ESRSに準拠したサステナビリティ情報
は、財務報告に含まれるマネジメントレポー
トに記載することになります。

ESRSは開示形式として、たとえば図表
10のような構成を推奨しています。記載す
るサステナビリティ情報は、その旨の見出
しを付すなどして識別可能とすること、全
般的情報、E （環境）に関する情報、S （社
会）に関する情報、G （ガバナンス）に関す
る情報で構成するなど、ESRSの各基準書
が要求する開示項目に従って記載するこ
とになります。
また、EUタクソノミーに基づくグリーン

売上割合等の情報は、E （環境）に記載す
るとされています。これは、EUタクソノミー
に関する法令が、現時点ではE （環境）に
関する部分だけが適用もしくは適用見込
みとされているためと考えられます。

Ⅳ

さいごに

さまざまなサステナビリティ開示基準が
議論されていますが、EUのCSRDは最も
先行して開発が進んでいると考えられます。

その動向に留意するとともに、他の開示基
準の検討状況なども踏まえた慎重な対応
が求められます。

1  EUでは、EC （欧州委員会）から提出さ
れた法案に対する修正等に関して、EU

議会とEU（閣僚）理事会が合意すると
法案が成立します。6月の合意は、最終
合意ではないことから暫定合意とされ
ています。従って、最終合意までに追
加の修正等がなされる可能性があり 

ます。

2  EUの法令には大別して、Directive （指
令）とRegulation （規則）の2種類があり
ます。前者は成立した法令を各EU加盟
国で適用するに際して国内法とする手
続を要するもの、後者は成立した法令
がそのまま各EU加盟国の法令となるも
のを指します。

3  当初は限定的保証ですが、将来的に
合理的保証とすることが予定されてい 

ます。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
加藤俊治／テクニカル・ディレクター

 shunji.kato@jp.kpmg.com

関連情報

ウェブサイトでは、社会的課題の解決を通じて、サ
ステナブルバリューの実現を目指す組織の変革に
資する的確な情報やインサイトを提供しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2021/07/sustainable-value.html

EUタクソノミーを中心としたトライアングル

【第35回～TCFDを旅する～】3分解説シリーズ EU

タクソノミーとCSRDとSFDR

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2022/04/tcfd-european-
sustainable-finance-23.html

EUタクソノミーのグリーン判定プロセス

【第 37回～TCFDを旅する～】3分解説シリーズ　
EUタクソノミーのグリーン判定プロセス

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2022/05/tcfd-european-
sustainable-finance-25.html

3

2-2

4

2-1

1

出所：KPMG作成

図表10 サステナビリティ情報開示イメージ

マネジメントレポートの中に　「サステナビリティ情報」　等の見出しを付す

全般的情報　ESRS2に基づく開示情報

Eに関する情報　ESRS E1～E5 に基づく開示情報

EUタクソノミーのEに関する6つの目標に関する開示情報
（例：EUタクソノミーに基づいてグリーンと認められた経済活動に関する売上割合等）

Gに関する情報　ESRS G1・G2 に基づく開示情報

Sに関する情報　ESRS S1～S4 に基づく開示情報

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/sustainable-value.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/sustainable-value.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/tcfd-european-sustainable-finance-23.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/tcfd-european-sustainable-finance-23.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/tcfd-european-sustainable-finance-23.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/05/tcfd-european-sustainable-finance-25.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/05/tcfd-european-sustainable-finance-25.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/05/tcfd-european-sustainable-finance-25.html
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